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まえがき 

 

 道路橋に関して、国土交通省では、昭和 63 年に示された橋梁点検要領(案)1)に基づいて

定期的な点検が行われてきた。平成 16 年には、それまでの点検で得られた知見を反映して

橋梁定期点検要領(案)2)を定め、現在まで概ね 5 年毎に近接目視を主体とする点検が行わ

れてきている。 

道路橋の場合、定期点検以外にも、災害時などの異常時点検や定期点検だけでは十分に

状態評価が行えない特定事象に対する特定点検、第三者被害の予防の観点に特化した点検、

巡回等による日常点検など様々な点検があり、これらが相互に補完し合うことではじめて

橋の供用安全性は高いレベルで確保されることになる。 

 これらの点検の内、大規模地震の発生に伴って行われる異常時点検は、橋の状態を確認

するのみならず、迅速さが求められる供用安全性の判断の基となる情報を入手するものと

して、極めて重要性が高い。 

一方で、これまでは、各管理者が既設橋の構造特性や橋としての重要性なども考慮して、

経験的に異常時点検を行ってきており、定期点検要領などを参考としつつも、その手法等

について統一的にはまとめられてこなかった。 

しかし、平成 23 年３月の東北地方太平洋沖地震においては、道路構造物の被害が極めて

広範囲に生じるとともに、甚大な津波被害によって被災地域の交通網が大きく損なわれる

などにより、近年の大規模地震と比べて迅速に膨大な数の対象橋梁の緊急点検・応急調査

を行うことが必要となった。そして、官民ともに道路橋の地震被害に精通した人材の確保

や、橋梁一般図、直近の定期点検結果等の判断基準の基となる必要かつ十分な情報の入手

とその質の確保、統一策については、課題もあることが明らかとなった。 

以上を踏まえ、東北地方整備局道路部と国土技術政策総合研究所道路構造物管理研究室

では、今回の地震被害への対応を含むこれまで直轄の道路管理のなかで蓄積されてきた地

震災害時の橋梁の緊急点検・応急調査・診断に関する知見を、震災時の緊急点検・応急調

査に資する技術資料としてとりまとめることとした。 

本資料は、東北地方整備局管内で大きな被害を生じた平成 23 年（2011 年）東北地方太

平洋沖地震と平成 20 年（2008 年）の岩手・宮城内陸地震での震災後の対応を中心に、震

後の点検や調査の結果を分析し、道路管理者の震後対応の参考となることを意図して「道

路橋の震災時緊急点検・応急調査の手引き(案) Ｖｅｒ．１．０」としてとりまとめたも

のである。引き続き各地方整備局等の協力を得て、内容の充実を図っていく性質の資料で

ある。 

なお、地震時の被災形態や道路管理の条件は多岐にわたることから、本資料で示す方法

や知見が必ずしも全ての地震災害において適当なものとはならない可能性もある。また、

災害時の点検や調査の要領等が既に組織として整備されている場合には、それによること

が基本である。本資料の活用にあたっては、取扱いの位置付けを明確にした上で参考にす

るのが、また、被災事象毎に必要に応じて加除修正などの見直しや応用を行うのがよい。 

 

 本資料のとりまとめにあたっては、損傷事例の提供など各機関に多大なる御協力をいた

だいている。特に、東北地方整備局主催の「東日本大震災による被災橋梁補修検討会」に

参画いただいた地方公共団体を含む関係者には、本資料のとりまとめに必要な重要な意見

や示唆をいただいた。ここに謝意を表する。 

 

1) 橋梁点検要領(案)、昭和 63 年 7 月、建設省土木研究所、土木研究所資料第 2651 号 

2) 橋梁定期点検要領(案)、平成 16 年 3 月 31 日、国土交通省道路局国道・防災課長通知 
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1.目的及び適用の範囲 

 

 本手引き(案)は、地震後の道路橋に対して、橋の健全性や供用安全性を評価するため

に緊急的に行われる点検（以下「緊急点検」という。）、及び復旧に向けた補修や補強

の検討のための情報収集のために行われる一次的な調査（以下「応急調査」という。）

実施に際しての参考とすることを目的とする。 

 震災復旧の基本的な流れを図-1 に示す。本手引き(案)は、図中に二重線で囲った緊急点検

及び応急調査を対象とした参考資料であり、まえがきで述べた本手引き(案)の位置付けを踏

まえて活用されることを意図している。 

 地震後の緊急点検では、限られた時間内で効率的に橋の健全性や供用安全性について判

定することが求められる。また、震後の復旧検討にあたっては、多数の対象橋梁に対して

効率的かつ的確に補修や補強の必要性やその方法、あるいはそれに掛かる費用などを見積

もることが求められる。そのため、一般には、事前に十分な準備が行える定期点検などの

計画的な点検や調査のように、時間をかけて橋梁全体を細部に至るまで確認することがで

きないことが多い。 

 本手引き(案)は、限られた時間で効率的に橋の健全性や供用安全性をできるだけ正確かつ

安全側に推定できることに資する目的で、地震による橋への影響に特化して、着目すべき

点や調査における留意点について、既往の調査実績や現場の経験者の知見を収集してとり

まとめたものである。このため、著しい劣化の有無など道路橋の健全度や供用安全性の観

点からの橋の状態について効率的に把握することができる一方で、詳細な情報を収集して

安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止、劣化予測に基づく効率的な維持

管理などを達成する目的で行われる定期点検の手法とは、把握の範囲や見落としの可能性

のリスクなどについて必ずしも同じでないことに、注意が必要である。 

 

　    本手引き（案）の対象 
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図-1 震災復旧の基本的な流れと本手引き(案)の対象 
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2.準備と装備 

 

 地震後の道路橋の緊急点検・応急調査のために必要となる主な資機材や装備品には、

次のものがある。これらを常に準備しておくとともに、定期的にその機能状態を確認し

ておくことが重要である。 

 

①装備（着衣等） 

 ・ヘルメット 

 ・安全帯 

 ・安全チョッキ 

 ・長靴（必要により踏み抜き防止中敷）、安全靴 

 ・懐中電灯（手持ち以外に、ヘルメット装着可能なものが手が自由になり安全） 

 ・胴長（水深の深い場所での調査が予想される場合） 

 ・軍手（必要により耐油性ゴム手袋）、防塵マスク、保護ゴーグル 

 

②装備（点検・調査機器類） 

 ・筆記具（野帳、ボールペン、チョーク、看板など） 

 ・点検調書などの様式や図面類 

 ・地図 

 ・双眼鏡（高解像度・高倍率のデジタル（ビデオ）カメラでも代用可能） 

 ・撮影機器（高解像度・高倍率のデジタル（ビデオ）カメラ、ポールカメラ） 

 ・スケール（鋼製巻尺、コンベックス、ノギス、クラックスケール） 

 ・距離計（簡易レーザー測距器など） 

 ・下げ振り（傾斜計・水平儀） 

 ・検尺ポール、スタッフ 

 ・点検ハンマー、打音棒（打診棒） 

 ・ＧＰＳ（ＧＰＳ機能付きカメラや携帯電話でもよい。） 

 

③装備（工具類） 

 ・カッター、小刀 

 ・携帯ノコギリ 

 ・スクレーパ 

 ・ワイヤブラシ 

 ・ビニールテープ 

 ・マーキングスプレー（損傷位置の明示や、立入禁止など安全対策として使用） 

 ・防錆スプレー 

 

④安全対策 

 ・交通規制用資機材（停車板、パトランプ、点滅棒、ラバーコーンなど） 

 ・梯子（縄梯子） 

 ・脚立 

 ・ロープ 
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⑤その他の資機材 

 ・電池 

 ・充電器（通信機器やパソコンなど） 

 ・電源ケーブル（通信機器やパソコンなど） 

 ・メディア類（カメラ・パソコンのデータ保管） 

 ・携帯電話 

 ・ラジオ 

 ・救急品（絆創膏、包帯など） 

 ・酸素濃度計（酸欠となる恐れが想定される箇所での調査が予想される場合） 

 ・線量計（放射能汚染の恐れのある場合） 

   

⑥その他の備品 

 ・ティッシュ（除菌シート・ウエットティッシュ） 

 ・雨具 

 ・ライフジャケット（船舶への乗船が想定される場合など） 

 ・予備燃料 

 

 

 地震後の道路橋に対する緊急点検・応急調査では、計画的に行うことができる定期点検

などと異なり、調査対象橋梁のみならず途中までの道路が被災していたり、停電や通信障

害、商店等の被災による補給の制約が生じることもある。 

 そのため、予め必要な装備や資機材を備えておくとともに、それらの機能状態を定期的

に確認しておくことが重要である。 

 

 なお、調査にあたる体制や構成員の要件等は、災害の規模や時々の現場条件によっても

異なるため、ここでは示していない。状況に応じて適切に計画することが必要である。 

 このとき、二次災害の防止や、災害時には特に重要となる密な連絡調整の万全のために

は、単独行動とならないよう、各行動グループ毎に余裕のある人数を確保することが望ま

しい。 
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3.緊急点検・応急調査上の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地震後の道路橋の緊急点検・応急調査では、次のような事項が課題として生じること

がある。 

 これらの課題を予め想定したり、資料等で緊急点検・応急調査対象の橋の条件をでき

るだけ確認したうえで、必要な緊急点検・応急調査ができるよう点検・調査計画や装備

等の準備に反映するのがよい。 

 

■検査路の不備 

・既設の橋梁では、検査路が設置されていないか、設置されていてもアクセス可能な箇

所が限られることがある。 

 

 → 双眼鏡や高解像度・高倍率のカメラを用意 

 

 

・第三者の侵入対策などで、検査路が施錠されていたり、検査路に直接アクセスできな

いことがある。 

 

 → 梯子、脚立、ワイヤカッター 

 

 

■照明の不足 

・桁内のみならず桁外面であっても、狭隘部やき裂の有無の確認では、十分な明るさが

必要となる。 

 

 → 懐中電灯（予備のバッテリ・充電器） 

 

 

■良好でない足場 

・震災後は、液状化や洗掘などによって、下部工周りなど架橋場所の地面が泥濘化して

いたり、滞水していることも多い。 

 

・橋梁の下部工周辺では、がれきや廃材、損傷部材の落下・飛散などによって、鋭利な

破片など危険物が散乱していることがある（特に「釘のついた木材」「ガラスの破片」

「鉄屑」などには、注意が必要である。）。 

 

 → 防水性のある作業靴又は長靴 

  （靴底が厚く、堅いものがよい。） 

  （「釘のついた木材」などによる踏み抜き防止には、鉄製の中敷が有効である。）

  （挟まれや落下物の対策には、つま先に防護板が装備された安全靴も有効である。）

 

■安全施設や検査路の損傷 

・震災後は、検査路などの橋梁附属物や安全施設そのものが損傷していることがある。

 

 → ロープ、安全帯、縄ばしご 
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■劣悪な作業環境 

・震災後は、粉じんや埃などが大量に飛散していることがある。また、支承部や桁内の

調査では、調査箇所やアクセス経路に鳥獣の糞や不法投棄された廃棄物などがあるこ

とも多い。 
 
 → マスク・保護ゴーグル（防塵メガネ）、長袖の服装、耐油性ゴム手袋 

 

■水等の不足 

・現場では、清潔な水が確保できないことが多い一方で、緊急点検・応急調査では、鳥

獣の死骸や廃棄物に触れることもあるなど、不衛生な作業となることがほとんどであ

る。 
 
 → 除菌シート、ウェットティッシュ 

 

■植生による障害 

・道路橋では、下部工周りなどで著しく植物が繁茂していることがあり、近接の障害と

なったり、緊急点検・応急調査に想定以上の時間を要することがある。 
 
 → 簡易な工具・道具類（小刀、携帯ノコギリ） 

 

■位置や橋梁の特定 

・震災後の現地では、緊急点検・応急調査の対象橋梁の橋歴板が確認できなかったり、

対象橋梁以外の道路構造物の損傷などの異常が確認されることも多い。 
 
 → ＧＰＳ（ＧＰＳ機能付きカメラや携帯） 

 

■補給の困難 

・停電や商店等の被災などにより、通常の場合には容易に補給できる資機材・燃料など

が補給できないことがある。 
 
 → 予備電池・充電器・燃料・水・食料・救急品（絆創膏など）・予備の軍手・ 

   筆記具・下着類 

 

■情報の不足 

・地震後の緊急点検・応急調査は、余震が続く中で行われることがほとんどであり、安

全かつ適切に調査を進めるためには、 新の情報を取得しながら行うことが不可欠で

ある。 

・また、現地では通信機器の送受信が困難な場合があるため、事前に可能な情報を取得

し行動計画を定め行動することが重要である。 
 
 → 携帯電話、携帯ラジオ、タブレット型端末やパソコンなどの通信機器 

 

■調査済み／未了等の管理 

・被災範囲が広い場合や対象構造物が多いときには、調査漏れや重複調査にならないよ

う情報管理することが重要である。 

・調査済みであることを現地で識別できるよう、マーキングすることも考えられる。 
 
 → チョーク、マーキングスプレー 
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4.緊急点検・応急調査方法 

 

道路橋に関する基礎データ収集要領（案）3)に準じた目視による確認を基本とするほ

か、「洗掘」、「コンクリート部材のうき・剥離」、「ボルトの破断・ゆるみ」等の確

認にあたっては適宜適当な手法を用いるものとし、異常が確認された場合は必要に応じ

て別途詳細調査を併用する。 

① 原則として、橋台・橋脚上にアクセスして、桁端部、支承部（落橋防止構造を含

む。）、橋台及び橋脚本体については、近接による詳細目視調査を行う。 

このとき、破断の疑いのある支承のボルトについては、打音等により破断の有無

を確認するのがよい。 

現地の状況により橋台・橋脚上にアクセスできない場合にも、桁端部、支承部（落

橋防止構造を含む。）、橋脚・橋台の状態については、可能な方法でできるだけ詳

しく調査する。 

② ①に際して、橋台・橋脚上から目視できる範囲については、近接・遠望の別なく

異常の有無を確認する。 

③ 部材の損傷以外に、橋全体の傾斜、形状不整などの異常の有無を確認する。 

 

なお、余震等による二次災害の恐れがある場合には、上記によらず安全な方法によら

なければならない。 

 緊急点検・応急調査に共通する事項である。 

 緊急点検は、自動車の通行に支障をきたす異常の把握を目的とし、舗装の段差、陥没、

落石、崩土の有無など、専ら路面状況に着眼した「往路点検」と、道路を構成する橋梁、

盛土、斜面などの変状や異常に着眼し、余震発生時や通行を継続することによる二次災害

の危険性の把握を目的とした「復路点検」で構成されることが一般的である。4) 

本項目は、主として「復路点検」時の橋梁に対する調査の方法の 低限の要求として、

限られた時間内に橋の状態をできるだけ的確に把握することに主眼をおいて整理した。 

① 本調査方法は、「道路橋に関する基礎データ収集要領（案）」及び近年の地震による

道路橋被害の調査・診断の結果を踏まえて設定したものである。 

すなわち、道路橋で損傷や劣化が進行しやすい部位であり、かつ、地震などの大きな

外力による被害が集中的にみられる箇所である桁端部と支承部を調査することで、震後

の橋の耐荷力に大きな影響を及ぼす可能性の高い事象を効率的かつ確実に捕捉できるこ

とを意図した。 

特に、劣化の著しい橋では、被災前より桁端部や支承部に損傷を生じていたり、腐食

やき裂による耐荷力不足を生じている場合もある一方で、支承部の破壊や桁端部での主

げたの破損は落橋の危険を伴う深刻な事態を生じかねないため、橋台・橋脚上にアクセ

スしての近接調査が重要となる。 

因みに、緊急点検の緊急性に鑑み、自動車の通行に支障をきたすことが明らかに認め

られない程度の被災と判断される場合には、所要時間を考慮の上、枠内①の更なる簡素

化も現場で判断されたい。 

 

 

3) 「道路橋の健全度に関する基礎的調査に関する研究 ―道路橋に関する基礎データ収集

要領（案）―」、平成 19 年４月、国総研資料第 381 号 

4) 道路震災対策便覧（震災危機管理編）、平成 22 年 10 月、(社)日本道路協会 
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5.調査対象 

 

緊急点検対象橋梁は、予め管理者が定めたものによる。 

 

なお、路面上からの確認を往路点検で行ったのち、復路点検で構造物の変状等をより

詳しく具体的に調査する方法で点検調査を行う場合、往路点検で異常が見つかったもの

以外にも、次の橋梁を対象として状態の確認を行うことが望ましい。 

 

ｱ)大きな地震動（震度５強以上）の影響を受けた可能性が高い橋梁 

 ｲ)定期点検において相当の変状が確認されている橋梁 

   例：「対策区分の判定が「C」、「E1」,「E2」のもの 

     「鋼部材のき裂」が確認されているもの 

     「F11T ボルト」が確認されているもの 

     「洗掘」が疑われるもの 

 ｳ)耐震補強が必要であるものの、完了していない橋梁 

 ｴ)液状化を生じた可能性の高い地域にある橋梁 

 ｵ)河川堤体内に下部工（橋台・橋脚）が位置する橋梁 

 ｶ)一部の部材の破壊により、落橋などの致命的な状態になる恐れの高い橋梁 

   例：ゲルバー部を有する橋、トラス橋、アーチ橋、方杖ラーメン橋 

 ｷ)過去の震災により被災したことのある橋梁 

 ｸ)津波や洪水によって支承部や上部工が浸水の影響を受けた可能性のある橋梁 

 

緊急時の点検対象橋梁については、調査経路や担当者、点検に必要となる装備などとと

もに、予め管理者で標準的な対応について定めておく必要がある。 

災害害発生後の混乱期に限られた時間と要員で所要の調査を速やかに完了させるために

は予め定めておいた手順と方法によることが原則である。 

なお、ここで挙げたア）～ク）の条件に合致する橋では、過去の地震災害において深刻な

損傷を生じたり、安全性が疑われたために供用性の判断ができるまでに相当の時間を要し

たものがある。 

被災範囲が限定される場合や時間的な余裕があるなどで条件が許す場合には、ア）～ク）

の条件に該当する橋についても復路点検の際に、又は別途追加点検を計画するなどにより、

調査することが望ましい。 
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6.緊急点検・応急調査の項目と箇所 

 

 緊急点検・応急調査の対象とする主な部位・部材及び損傷は、次表のとおりとする。

 

表 緊急点検・応急調査の主な項目と箇所 

耐荷力 走行性
腐食 桁端部 ○ ー
き裂 桁端部 ○ ー
ボルトの脱落 ○ ー
破断 ○ ー
変形・欠損 ○
ひびわれ ○ ー
抜け落ち ○ ー
ＰＣ定着部の異常 ○ ー
変形・欠損 ○
遊間(伸縮装置)の異常 ○ ○
路面の凹凸 ー ○
支承の機能障害 ○ ー
下部工の変状（沈下・
移動・傾斜・洗掘）

下部工 ○ ー

その他

被災度判定
部位・部材 対象とする損傷 着目箇所

鋼部材

コンクリー
ト部材

 

 

 道路橋に関する基礎データ収集要領（案）3)に準じた項目と箇所とした。「路面の凹凸」

以外は後述の被災度の耐荷力判定の基となる損傷であり、「路面の凹凸」及び「遊間（伸

縮装置）の異常」は走行性判定の基となる損傷である。 

 

 なお、定期点検及び災害時の異常時点検の点検計画を事前に策定し、平時に止まらず異

常時にも迅速かつ確実に点検できる方策を確立しておくことが重要である。点検計画には、

少なくとも次の事項を含める必要がある。 

・橋梁間の移動経路、駐車位置 

・橋脚基部への移動経路 

・点検部位と点検方法（近接か遠望か） 

・点検部位への近接方法（梯子、橋梁検査路等） 

・点検部位間の移動経路（路面、路下、橋梁検査路等） 等 

 

点検部位への近接方法については、平時の定期点検であれば、梯子や橋梁点検車が選択

肢となる場合であっても、橋梁点検車にあっては大規模地震等の大災害時には手配に時間

を要したり、そもそも手配不可能であることも十分考えられ、また、梯子においては段取

り替えの時間も大規模災害時には無駄にできないことを十分考えた上での検討が重要であ

る。 

既設橋の点検計画の策定にあたっては、震災被害を生じる時期が予測できないことから、

現状の橋梁検査路設備が無い状態を前提にできるだけ適切な調査ができるような計画をと

りまとめるとともに、新たに橋梁検査路を整備するなど将来の整備計画を策定することも

重要である。 

 

更に、竣工時の図面、補修履歴、定期点検結果等の基本的データを確実に一元管理し、

直ちに取り出せる状況の整備が望まれる。直近の定期点検結果が現地で確認できれば、生
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じている損傷が以前からのものか今回の地震によるものかの判定が容易となる。竣工時の

図面や補修履歴が現地が確認できれば、例えば、コンクリート橋脚の段落しの有無や位置

が把握でき、当該位置を確実に点検・調査することで損傷の見逃しが防止できる。 

これらの基本的データの現地での確認方法としては、紙として持参することも一つの方

法ではあるものの、あらかじめ橋梁ＩＤと関連付けたデータベースを整備しておき、タブ

レット型端末やパソコンにダウンロードして現地に向かう、更には、現地から通信により

サーバにアクセスして必要なデータを（橋梁ＩＤをキーとして）容易に閲覧可能にするな

ど、より効率的で確実なシステム構築が望まれる。なお、この場合には、本手引き(案)を始

めとする各種技術基準類の閲覧や、点検・調査結果の記録のその場での電子化も比較的容

易に実現できる。 
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7.主な着目項目と留意点 

 

 緊急点検・応急調査の目的と着眼に照らしての主な留意点は、次のとおりである。 

 

（１）桁端部（支承部） 

 支承部は地震の影響が も現れやすい部位の一つであり、支承廻りの変状は慎

重に確認する必要がある。 

 また、耐震補強のため後付けした部材や装置等と既設構造部位との接合部周辺

の損傷事例があるので、慎重に確認する必要がある。 

更に、第三者被害に繋がるコンクリート片の散乱などについても確認する。 

＜例＞ 

 ・支承本体の破壊 

 ・支承取り付けボルト等の破断、抜けだし 

 ・ジョイントプロテクタの破断 

 ・支承からの桁の脱落 

 ・変位制限構造や落橋防止構造の取付部位 

 ・制振ダンパーと既設構造との接合ボルト 

 

（２）上部構造 

 桁の損傷形態・部位により落橋や崩壊に繋がる可能性のある事象は見落とさな

いように、確実に把握する必要がある。 

＜例＞ 

・支点部（桁端部）のウエブや鉛直補剛材の局部座屈、主桁の腐食断面欠損部に

起因する桁の崩壊・大変形 

・ガセットや補剛材、支承（ソールプレートなど）の主桁に取り付く部材及びそ

れらの溶接部からのき裂による桁の破断 

・鋼ランガーアーチ橋のランガー部に作用した地震荷重により、上横構が破断及

び座屈 

・下部工の移動などに伴う、桁全体の圧壊 

 

（３）下部構造 

 下部構造は地震時に損傷が生じやすい部位であり、その性状や程度によって耐

荷力や安定に及ぼす影響が大きく異なるため、変状の全体を把握して総合的な判

断をする必要がある。 

＜例＞ 

・支承部近傍につながるひび割れ（支承の残存耐荷力への懸念） 

・せん断破壊が疑われる躯体のひび割れ 

・地中部（フーチング）に深く連続している可能性のあるひび割れ 

・段落とし部での水平ひび割れ 

・躯体部が耐震補強された RC 橋脚の横梁のひび割れ 

・鋼板巻き立て補強された RC 橋脚の根巻きコンクリート部の変形やひび割れ

及び鋼板と根巻きコンクリートの間のシール工の損傷 
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（４）その他 

 橋の耐荷力構造上重要な部材の個別の評価以外に、橋全体の異常について可能

な限り把握する必要がある。 

 主な着目には次のものがある。 

・高欄や地覆の通り 

 下部工の沈下や傾斜、桁の座屈、支承の破壊、地盤の異常（沈下・流動）な

どがあると通りの異常として認識できることがある。 

   ・キャンバー形状、伸縮部の変状（抜けだし、異常な残留変位、変形） 

上記同様に、橋全体の大きな異常がよって生じることがある。また、伸縮部

の移動痕などから、地震時の振動状態（方向や量）が推定できることがある。

・伸縮装置の異常 

  地震の影響が出やすい部位であり、段差や遊間などの異常について確認す

る。異常がある場合は、関連性の高い支承部や下部工に異常が発生している可

能性が高い。 

・第三者被害に至る可能性が高い事象 

  検査路そのものの劣化、コンクリートの浮き・剥離、添架物の異常 
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（１）桁端部(支承部) 

  ①ボルト類は、必要に応じて軽打（打音）により破断の有無を確認する。 

   （外観上異常が見られなくても、内部で破断していることがある。） 

 

震後点検において、ボルト破断が打音により確認された例 

 

 

                    ← 外観上は、ボルト破断は確認できない。 

 

                      本例では、支承のずれが確認された 

                      ために打音を行って、破断を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②支承からの力を受ける桁側（上沓取り付け部と近傍）に、損傷が生じる場合がある。

（局部座屈、箱げた内部での補剛材のき裂なども疑う。） 

 

  ③沓座周りのひびわれは、支承アンカーボルトとの位置関係にも注意する。 

（内部に深刻な損傷が生じたり、コンクリート片の剥落による第三者被害の恐れも

ある。） 

 

支承と関連のある様々なひび割れの例 

- 12 - 
 



 

 ④支承カバーがある場合は、内部を確認する。（ローラの脱落などが見落とされる。） 

 

支承カバーにより内部が確認できない例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤鋼部材の破断、変形、き裂では、性状から原因となった作用を推定する。 

  （塗膜のはがれにより、座屈などの塑性変形が推定できる場合も多い。） 

  （類似位置・役割の部材にも、同様の損傷が多発している可能性もある。） 

       

変形に伴う塗膜はがれの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥耐荷力的な評価のみならず、余震も考慮して、「段差防止」の必要性を評価する。 

 

 ⑦ゴム支承の場合、き裂があれば、軽微であっても必ず記録する。 

 

 ⑧耐震補強のため後付けした部材や装置等と既設構造部位との接合部周辺の損傷事例が

あるので、慎重に確認する必要がある。 

・変位制限構造や落橋防止構造の取付部位 

・制振ダンパーと既設構造との接合ボルト 等 
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（２）上部構造 

 

 ①桁端部等では、塵埃・劣化塗膜・局部腐食さび下の溶接部のき裂の有無を確認する。 

→ き裂がある場合、原因に拘わらず、活荷重・余震による進行の危険性を評価す

る。 

 ②斜材、弦材、格点部材（ガセットなど）のき裂は、軽微であっても見逃さない。 

  → 突発的に進行する可能性もあることから、き裂の大きさだけでは判断しない。 

 

震後にき裂が確認されたトラス橋の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ゲルバー部では、目視困難な部位も含めて危険性の有無を慎重に判断する。 

 

外観だけでは判断が困難な例 
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（３）下部構造 

 

  ①躯体全体の傾き、沈下の有無を確認する。 

   （その程度によっては、下部工全体の安全性、基礎の健全性にも影響が生じる。） 

  ②基礎洗掘の状況を確認する。 

（津波の影響を受けた場合、河床地形や洗掘状況が大きく変化している可能性があ

る。） 

  ③下部工（橋台）直近の取付け盛土のみならず、周囲の護岸、擁壁の異常も確認する。 

④躯体のひびわれが地中部に連続している場合、地中部（水中部）での損傷の可能性

が疑われる場合、その根拠（そう考えた理由）を添えて記録する。 

     （正確な評価のためには、地中部のひびわれ調査が必要になることもある。） 

  ④耐震補強されたＲＣ橋脚においては、補強部のみならず、周辺部材の損傷状況も確

認する。 

・躯体部が耐震補強された RC 橋脚の横梁のひび割れ 

・鋼板巻き立て補強された RC 橋脚の根巻きコンクリート部の変形やひび割れ及び

鋼板と根巻きコンクリートの間のシール工の損傷 等 

 

 

（４）その他 

①高欄や地覆の通り、キャンバー形状を確認し、異常が見られる場合には原因（下部

工、上部工）となった変状を特定することが重要である。 

 

高欄の通りなどの異常から下部工の沈下や傾斜が疑われる例 
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  ②伸縮装置に異常がある場合は、支承部や下部工との関連を確認する。 

 

関連のある伸縮装置と支承の異常の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   伸縮装置の段差           その原因である支承の損傷 

 

 

  ③第三者被害に至る可能性が高い事象には、特に留意する。 

   例：・照明灯具の破損・落下の恐れ 

     ・照明柱・標識柱などの基部や溶接部の折損（き裂・座屈） 

     ・支承部まわりのコンクリートの浮き・剥離 

     ・歩道部、橋脚橋台の天端のコンクリート片 

     ・添架物の破損（電線・情報ケーブル・各種管路） 

 

第三者被害の懸念のある変状の例 
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  ④検査路そのものが劣化や損傷している場合があるので、使用前に安全を確認する。 

標準的な検査路では、ほとんどの部材が目視点検できるよう配慮された構造とな

っているものの、下図に示す歩廊桁と床用鋼板(チェッカープレート)の接合ボルトや

下部工支持構造との接合ボルトは点検しにくいため、ぐらつき等の異常が感じられ

た場合は、転落や第三者被害の可能性があることに留意し、安全を十分確保してか

ら目視点検を行う必要がある。 

なお、歩廊床にエキスパンドメタルが用いられている場合は、腐食時の強度低

下が著しいので、特に注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査路の劣化や損傷の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

  腐食により損傷した検査路     漏水による腐食が著しい検査路 

（エキスパンドメタル） 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

腐食した検査路 

 

 

 

 

                      堆雪で変形した検査路 
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8.緊急点検・応急調査結果の評価 

 

(1) 橋梁全体の被災度は、道路震災対策便覧（震災復旧編）5)を参考にするほか、「橋梁

構造の安全性や第三者被害の観点」から緊急措置の有無を確認する。 

 なお、 

 ①橋梁構造の安全性（耐荷力）の評価にあたっては、 

ｱ) 緊急点検・応急調査にて発見した損傷等に特段の措置を施さない現状に、自動車

荷重などの活荷重が作用した場合でも安全かの観点 

ｲ) 同現状が緊急点検・応急調査時以降、余震等により損傷が進行するかどうか、進

行した場合でも安全かの観点 

を明確に区別して評価し、震災対策便覧等の区分以外に、評価の根拠（なぜそう判

断したか）を「ｱ,ｲの観点それぞれに対し」明記するのがよい。 

②今回の地震と関係のない（以前よりあった可能性がある）損傷を軽視（無視）しな

い（き裂が進展するなど、原因や発生時期によらず、既存の変状が深刻化する可能

性がある。）。 

(2) 被災度判定は、耐荷力及び走行性に対して、それぞれ径間単位で行う。 

 被災等を確認した場合は、緊急措置の必要性を判断する。緊急措置には、通行規制の実

施、被害拡大防止のための措置、緊急輸送道路確保のための措置等がある。 

 緊急措置の必要性を判断する際の基データとして、耐荷力及び走行性に対して、被災度

の判定を下表にしたがい行う。判定は、地震による被災の程度を表す指標であることから、

定期点検で実施している部位・部材毎、損傷毎ではなく、径間単位で行うこととした。 

 

表 被災度判定 

①耐荷力に対する被災度

Ａs 落橋 落橋又は倒壊・半倒壊した場合

Ａ 大被害
耐荷力の低下に著しい影響のある損傷を生じており、落
橋等致命的な被害の可能性がある場合

Ｂ 中被害
耐荷力の低下に影響のある損傷であり、余震、活荷重等
による被害の進行がなければ、当面の利用が可能な場合

Ｃ 小被害 短期間には耐荷力の低下に影響のない場合

Ｄ 被害無し 耐荷力に関しては、特に異常が認められない場合

②走行性に関する被災度

ａ 通行不可 走行できない場合

ｂ 通行注意 異常は認められるが、走行できる場合

ｃ 被害無し 走行性に対して、特に異常が認められない場合
 

 

 

 

5) 道路震災対策便覧（震災復旧編）、平成 19 年 3 月、(社)日本道路協会 
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9.結果の記録 

 

 本手引き(案)では、部材等の状態を、地震による影響の観点から推定するために、変

状の内容を部材や部位毎に記録する。 

 

①調査結果は、1 径間ごとに記録する。 

②損傷や変状を確認した部位とその内容を平面図や一般図などに図示するとともに、

写真で記録する。 

③調査結果の記録では、直接目視等により確認した事象と周辺の部材等の状況から推定した事象

とは、区別しておく。 

 

 なお、既存の定期点検要領などに基づく部材番号などの部位や部材を特定できる記号

などがある場合には、できるだけそれらと同じ記号とともに記録するのがよい。 

 震災後の緊急点検・応急調査では、当該橋の既存の点検調書や台帳が活用できないこと

もある。それらを活用することができない場合には、例えば、径間番号は起点側から、1、

2…とする、部材番号は損傷図に明記する等、後々に特定できるよう工夫して記録する。 

緊急点検・応急調査結果の記録様式の例を、付録に示す。なお、これらはあくまで参考

であり、必ずしもこれによる必要はない。特に、緊急点検の記録様式にあっては、より簡

易なものも想定される。 

写真で記録する上での留意点は、次のとおりである。 

・損傷写真は可能な限り全景とアップの 2 種類を撮影する。 

・黒板の活用やチョークで直接構造物に記入するなどして、位置や方向などの必要な

情報を併せて撮影するよう努める。 
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付録-1： 

緊急点検・応急調査方法に関する参考資料 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急点検・応急調査については、未体験の技術者にとってはイメージが具体に湧かないことも

考えられ、事前にイメージをもっておくこと及びそれらを踏まえて自己の準備に反映することが

有効と考えられる。 

そのため、過去の被災現場の状況について、参考資料としてとりまとめたものである。 

なお、写真の多くは近年の地震災害時の被災調査の際に、国総研で撮影した写真を使わせ

ていただいている。 

調査にご協力いただいた関係機関には、この場を借りて感謝申し上げる。 

 

- 20 - 
 



１．調査方法に関する着眼例 

（１）近接手段 

■検査路や足場の条件によって、点検・調査は大きく左右されることになる。

→ 点検調査に先立って、検査路や足場の有無や条件が把握できていれば、
必要な装備が用意できることで、点検効率は向上する、

 
 

■コンクリート橋では、構造上重要な部位にも近接できる検査路がない場合が多く、

高橋脚では遠望に頼らざるを得ないことが多い。

→ 少なくとも、高倍率の双眼鏡やデジタルカメラなどが必要である。

→ 高解像度のデジタルカメラでは、パソコン画面や印刷で拡大することで、肉眼では

判別できない異常を識別できることも多い。

↓約15倍ズームで遠望
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■下部工周辺に著しい植生の繁茂が見られることがある。

→ 小刀、携帯ノコギリなどの装備がなければ、調査が円滑に行えない
こともある。

 
 

■河川にかかる橋梁の調査では、足場が悪いことも多い。
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■小規模橋梁でも、検査路が無い場合、梯子や脚立がなければ点検は困難
■外観上大きな変状がなくても、支承部の状態によっては危険であることもある。

 
 

■小規模橋梁でも、検査路が無い場合、梯子や脚立がなければ点検は困難
■外観上大きな変状がなくても、支承部の状態によっては危険であることもある。
→ 脚立やはしごに加えて、縄ばしごなどもあると便利な場合がある。
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■床版の張り出し部の直下にあり、桁上からは直視が困難な支承部の損傷

→ 三脚付きビデオカメラなどがなければ、遠望にならざるを得ないこともある。

 
 

■海上や河川上の橋で、路面から橋脚へアクセスできなかった例

→ あらかじめアクセス手段を確認しておかなければ、緊急調査ができない
こともある。
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■調査・点検径路が、崩壊土で埋まっていることもある。

→ 踏査にあたっては、崩壊土の安定状況や新たな崩壊の危険性に注意が必要

 
 

■地山そのものの崩壊・移動によって落橋した事例

→ アクセスコントロールの困難な一般道では、路面の連続性について、速やかな把握

が求められる。
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■検査路取り付け部のコンクリートが破壊している例

→ 被災後の点検では、アクセス路・検査路設備そのものが危険な状

態になっていることもあるため、十分に注意する必要があるとともに、

危険がある場合、周知・明示するのがよい。
 

 

■橋梁本体に、土砂や崩壊土が到達していることもある。

→ 上部工、支承、下部工にどのような応力が作用している状態となっているのかを、

慎重に見極める必要がある（安易に除去すると思わぬ挙動をするリスクも）。
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■箱桁内部の鳥のふん害の例

→ 桁内や部材内には，鳥の侵入・営巣が
見られることがあり，極端な場合には、酸
素濃度が低下しているなどの危険な状
態となっていることも考えられる。
平時から鳥害対策を行っておくとともに、

閉鎖空間での調査にあたっては、環境の
安全を事前に確認しなければならない
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（２）全体確認 

■橋梁周囲の地質条件や地山の状態、地震による異常の有無も、供用安全性・

余震に対する安全性の判断には、重要となることがある。

→ 橋だけでなく、一見関係が少なそうなものも含めて、周囲の状況を幅広く記録し

ておくことが重要である。

 
 

■橋がどのように挙動したのか、どんな変形等が生じているのかについて、

様々な部材接合部、連結部、植生の状況が参考になる。

→ 現場を乱してしまう前に、被災直後の状況を詳細に観察して記録しておくのがよい。
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■下部工・支承の損傷によって、高欄の通りに不正が生じている事例

→ 上部工の部材の通りや線形異常は、橋全体の深刻な変状に起因していることがある。

 
 

■下部工の傾斜によって、高欄の通りに
不正が生じている事例

→ 上部工の部材の通りや線形異常は、橋
全体の深刻な変状に起因していることが
ある。
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■主げたの座屈や下部工の傾斜・沈下な
どの致命的な異常の有無は、橋全体の構
造線形（主げたウエブや下フランジ、高欄、
地覆などの通り）やキャンバーなどでも必
ず確認しておくのがよい。

■局部の異常に着目する一方で、橋全体
の大きな異常を見落とさないようにしなけ
ればならない。

 
 

■構造物の全体形状（桁のライン、キャンバーなど）に異常が生じていると、
深刻なダメージを受けていることが多い。

→ 局部のみでなく、全体形状の異常の有無も必ず確認しなければならない。
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（３）痕跡の把握 

■地震により破断した支承ボルトの破断面

→ 部材の破断面の性状や向き、傷の位置などの痕跡は、損傷メカ
ニズムや地震時の橋の挙動を推定する有力な情報となることが多
く、記録しておくことが望ましい。

 
 

■部材の破断痕や変形の状態は、損傷過程や挙動を推定する重要な手がかりとなる。

→ 被災したままの状態を、正確に記録しておくことが重要である。

現地では、鋼材は急速に腐食が進むほか、残材の除去や移動を余儀なくされること

もあるため、早い段階で詳細な写真等の記録を残しておくことが重要である。
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■現場には、原因や挙動の推定につながる様々な痕跡が残されている。

→ 通常は見られない様々な痕跡を、できるだけ把握することが重要である。

鋼主げたの衝突痕

（桁の形に陥没しているパラペット前面）

塗料の付着

 
 

■被災直後には、最低限確認すべき支承部にもアクセスできないことも多い。
（検査路の未設置、アクセス径路の損壊による危険など）

→ ビデオカメラに三脚を付けて撮影したり、ポールに鏡をつけるなども有効である。
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■伸縮部や継ぎ手部の痕跡から、桁の残留変位や移動量が推測できることがある。

→ 新しい移動痕については、場所とともに記録するのがよい。

 
 

■塗膜の割れ・剥離を伴う部材の変形

→ 鋼部材では、塑性変形や部材のずれを、劣化塗膜の剥離で見つけることができること
も多い。
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■ボルトやリベット継ぎ手のずれ、局部的な鋼材
の塑性変形では、古い塗膜は剥がれることが
多い。

→ 遠望しかできない場合でも、高倍率の双眼鏡
やカメラ等で、塗膜剥がれの部位は確認してお
くのがよい。
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（４）その他 

■盛土の変状（沈下）は、連続している高欄や地覆の異常変形にも現れることがある。

→ 構造物区間だけでなく、延長線上の土工部についても広く確認するのがよい。

 
 

■液状化の痕跡と地中に進展しているひびわれ

→ 液状化の有無は噴砂などの痕跡で確認できることがあり、地際は注意して見る必要
がある。
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■コンクリート橋脚の被災例（横梁と躯体の接合部付近の軸方向鉄筋の段落し部で、
かぶりコンクリートが剥落している事例）

→ コンクリート橋脚では、遠望では分からない内部鉄筋の状態が残存耐荷力に大きな影
響を持つ。既に浮いているかぶりコンクリートを除去するなどにより、鉄筋の状態を確認
することが重要である。

 
 

■支承直下に大きなひびわれが生じて、橋台に進展している例

→ 沓座・台座コンクリートのひびわれでは、支承の機能に深刻な影響を及ぼす可能性
のある橋台本体の損傷を伴う場合があるため、確認しなければならない。
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■被災現場では、必ずしも安定状態となっていないこともある。

→ 被災現場での調査では、余震など被災の拡大の可能性も

念頭において、二次災害を招かないことに十分注意する必要

がある（立つ場所を間違えないこと！）。

 
 

■簡易な資機材で通行止め措置を行っている事例

→ 第三者被害防止のための通行止めにも、最低限の資機材が必要である。
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２．調査の着眼例（過去の被災事例から） 

（１）鋼橋上部工 

■アーチ橋の上横構の座屈

→ ２主構系橋梁（トラス橋やアーチ橋）では、横構が損傷することが多い。
→ 下路橋の場合、上横構・上弦材などは遠望にならざるを得ず、双眼鏡や高倍率のカメ
ラなどが不可欠である。

 
 

■下路アーチ橋で、上横構が破断している例

→ トラスやアーチなど２主構系の橋では、横構が破断することもある。
→ 二次災害、第三者被害の観点から、路面より上の部材は見落としのない確認が必要で
ある。
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■下路アーチ橋で、上横構が座屈している例

→ トラスやアーチなど２主構系の橋では、横構が座屈することが多い。

 
 

■震後に塗膜割れが確認された例

→ 主げたなどとの接合部の溶接での塗膜割れは、き裂の有無を確認す
る必要がある（∵余震などで進展する可能性が否定できない。）。
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■腐食した桁端部で、桁のき裂、破断、鉛直補剛材の変形を生じた例

→ 桁端部が腐食している場合、支承が機能せず、桁のき裂や座屈を生じることもあ

る。また、腐食部のき裂は発見が難しく、錆の除去と近接による確実な点検が不可
欠となる。

 
 

■支承直上の垂直補剛材の座屈

→ 支点上補剛材の座屈は、鉛直支持力喪失（桁の崩壊）の危険性があり、必ず確認する
必要がある。

→ 座屈などの大きな塑性変形では、劣化塗膜の剥離で確認できることもある。
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■ダイヤフラム開口部周辺のき裂

→ 鋼橋上部工では、ダイヤフラムの開
口部周囲など地震動による桁断面の変
形等に伴って応力集中が生じる箇所で、
塑性変形や亀裂を生じることがある。
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（２）コンクリート上部工 

■支点上で大きく損傷したPC桁の例

→ PC橋の場合、緊張材の定着部が集中する端部の損傷は、耐荷力に深刻
な影響を及ぼす可能性があるため、詳細に調査し、慎重な判断が必要である。

 
 

■支承部の破壊によって、コンクリート上部工が損傷した事例

→ 支承取付部の破壊によって、上部工本体のコンクリートが破損する場合がある。
ＰＣ鋼材や鉄筋との関係についても、精査が必要である。
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（３）支承部 

■大きな残留変位を生じたままとなったゴム支承
→ 下部工の移動、上下部工の接触・干渉、支承の破断・き裂なども疑うべき状況

 
 

■橋梁の両端でどちらも橋台側に支承が移動

→ どちらか又は両方の橋台の移動が疑われる。

Ａ１：橋台側へ移動 Ａ２：橋台側へ移動
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■支承部では、僅かなずれや塗膜割れが見られることも多い

→ 部材相互のずれや塗膜割れなどの痕跡を、注意深く確認することが必要である。
（ずれ量が小さくても、セットボルトの破断の恐れは大きい。 → 余震への懸念）

 
 

■支承部のボルトは、破断していること
も多い。
（破断していても抜けていなければ、
外観上は異常がないこともある。）

→ 大きな地震動の影響を受けた可能
性のあるボルトは、軽打することで、破
断の有無を確認しておくのがよい。

→ 上下の支承板のずれなどで、ボルト
の破断を疑えることもある。
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■支承部では、ボルトの破断や緩みが見られることが多い。

→ 鉛直支持力、水平抵抗力など、余震も視野に緊急対策の必要性を判断する必要がある。

 
 

■支点上補剛材の座屈
（支点上補剛材が複数ある場合、片側のみの座屈にとどまることもある。）

→ 支承部の構造や橋の特性に応じて、安全性・緊急対策の要否を判断す
る必要がある。
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■腐食した桁端部で、桁のき裂、破断、鉛直補剛材の変形を生じた例

→ 桁端部が腐食している場合、支承が機能せず、桁のき裂や座屈を

生じることもある。また、腐食部のき裂は発見が難しく、錆の除去と近
接による確実な点検が不可欠となる。

 
 

■支承の反力を伝達する部位につながる
顕著なひび割れの生じた例

→ 支承直下に生じた大きなひび割れは、
支承の鉛直支持力や水平抵抗力に深刻
な悪影響を生じている可能性があり、支
点部の崩壊も視野に注意すべきである。
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■支承の反力を伝達する部位につながる
顕著なひび割れの生じた例

→ 支承直下に生じた大きなひび割れは、
支承の鉛直支持力や水平抵抗力に深刻
な悪影響を生じている可能性があり、支
点部の崩壊も視野に注意すべきである。

 
 

■ジョイントプロテクターが破損した事例（設計上は損傷も許容している。）

→ 損傷が許容される部材であるかどうかに拘わらず、第三者被害の懸念については
震後に注意して確認するとともに、事前にその可能性を考慮しておくのがよい。
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（４）橋台・橋脚 

■橋台天端の隅角部に沿って生じたひびわれの例

→ 隅角部は局部的な応力が生じる部位であり、ひびわれが生じることも多い。

 
 

■橋台前面のひびわれ

→ 構造特性や地震動の特徴から損傷が生じる可能性の高い箇所は、
確実に点検しなければならない。
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■下部工の下に空洞が生じていた例

→ 原因に拘わらず、余震や今後の地震に対して深刻な異常は、確実に捕捉して、対
策の検討につながるよう記録することが必要である。

 
 

■桁の衝突による橋台パラペットのひび割れ・欠け

→ 地震時に桁がパラペットに衝突することもある。
桁・橋台双方のダメージの確認が必要である。
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■橋脚周りの地盤の変状と橋脚際の空洞

→ 液状化などにより橋脚周辺の地盤が沈下したり、空洞ができていることがある。
（特に、橋脚など構造体の際では陥没していることもあり、二次災害にも注意）

 
 

■地際に発生した橋脚の水平ひびわれ

→ 橋脚のひびわれ位置は、埋め戻しとの関係もあるため、現地表面との高さは必ず
しも一概でない。図面などで確認するとともに、目視できる範囲は詳細に確認する。
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■橋脚のひびわれが、地中部まで連続している例
→ 橋脚のひびわれが地中に連続している場合、地中部の損傷状況を確認しなければ、
正確な判断は困難である。

橋脚のひび割れを
土砂掘削して確認

 
 

■被覆されたコンクリート橋脚で被覆の割れからひびわれが確認できる例

→ 防食などで被覆されたコンクリートの場合、ひびわれが確認しにくい場合があるので、
できるだけ近接して調査し、被覆下を含む被害の全貌を推定する必要がある。
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■鉄筋に破断が見られた橋脚の例

→ 橋脚では、鉄筋の破断の有無・場所、
変形の量などが残存耐荷力に大きく影
響するため、それらを正確に把握するこ
とが重要である。

特に、軸方向鉄筋の破断の有無は重
要である。

 
 

■橋脚周りにみられる噴砂や地盤表面の
われ

→ 軟弱な地盤に架橋されている場合、
広範囲に液状化や地盤の変状が確認さ
れる場合がある。
橋脚そのものに、傾斜や沈下が生じて

いないことを確認する必要がある。
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（５）桁端部路面 

■伸縮装置のフェースプレートに僅かな目違い（段差）が確認された例

→ フェースプレートに段差が生じている場合、橋台の傾斜も疑わなければならない。

 
 

■踏み掛け版のない歩道部のみに大きな段差が生じた可能性のある例

→ 車道部のみならず、歩行者・自転車の夜間走行なども視野に、対策
の検討が必要である。
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■踏み掛け版がないと矩形段差となり、走行安全性は大きく低下する。

→ 150mm程度の段差があると、一般車両の安全な通行は困難となる。

なお、段差が20mmを超えるとタイヤがバーストする危険性が大きくなる。
 

 

■震後に見つかった桁端部での大きな段差の例
踏み掛け版がない橋梁では、極めて大きな段差を生じることがある。

→ 二次災害防止のためにも、早期の発見と車輌等の進入防止策が必要である。
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？

■伸縮装置部の段差が傾斜
している例

→ フェースプレートが傾斜し
た段差の場合は、橋台（パ
ラペット）そのものが傾斜
していることになり、基礎
の健全性や橋台の安定に
も注意を払う必要がある。

 
 

■橋台側面で、ウイングと堤防の境界
にずれが確認できる例

→ 背面盛土の沈下や緩み、橋台の移
動、堤防の沈下やはらみなど、堤防と
構造物の境界の状態は、詳しく確認
する必要がある。
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（６）土工部 

■構造物（カルバート）と前後の土工部で段差が生じた例

→ 軟弱地盤では、軽量化を図った土工部でも、構造物境界で段差が生じることもある。

 
 

■橋台アプローチ部の土工部に変状が生じた例

→ 特殊な盛土の場合では、工法や構造によっても被災形態やそれら
による性能への影響が異なるため、注意しなければならない。
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■盛土の状況が外面からは確認できない
場合もある。

→ 内部の状態や安定性などの判断を、
慎重に行う必要がある。

 
 

■構造物境界の段差では、路面のみならず構造や取付盛土に広く
異常が生じていることもある。

→ 路面からだけでなく、構造物と隣接する土工部など全体を把握す
ることが必要である。
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■連続擁壁区間の路面に生じた
ひびわれ

→ 擁壁による盛土部で路面に連
続的な隙間が生じている場合、擁
壁そのものが傾斜したり、はらみ
を生じている可能性がある。

 
 

■取付盛土の沈下を生じた橋の近傍で確認された憤砂の痕跡

→ 橋の状態を評価するためには、架橋位置周辺の異常にも注意を払う必要がある。
周辺で液状化している場合には、アプローチ部の盛土の変状や橋台の傾斜などにも

注意を払う必要がある。
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■取付盛土部の路面変状（歩道部（路側端））の舗装ひびわれ

→ 構造物との境界で段差を生じた盛土部は、広範囲に緩んだり沈下していることがある。
→ 盛土の沈下や緩みは、路面のひびわれから推測できることもある。

 
 

■震後の路面（土工部）で見られる様々な変状
→ 架橋位置周辺の地質を推定する手がかりとなることもあり、注視するのがよい。  
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■舗装下の沈下や空洞の発生、盛土の崩壊は、必ずしも一様ではない。

→ 路肩部のみが大きく陥没したり、踏み掛け版の背後で段差が生じることもある。

 
 

■山間部の土工部では、片盛・片切の箇所、沢や水路が横断している箇所で、

盛土の沈下や崩壊による路面変状が見られることが多い。

→ 平時から、路面に特徴的なひびわれが生じやすい箇所は要注意である。
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■盛土部が崩壊した現場では、崩壊部以外でも舗装のひび割れが多発していることがある。

→ 盛土のゆるみや沈下は、本震と直接関係がなくとも、今後の余震や降雨で崩壊につな

がる危険性もあるため、地震との関係とは別に注意し、評価することが必要である。
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（７）その他 

■震災時の調査では、地震とは直接関
係のない原因による異常が見つかるこ
ともある。

→ 当該橋の健全性・安全性評価の観点
からは、原因に拘わらず確認された変
状については、それも考慮して判断する
ことが必要である。

 
 

■震災時には、管路などの添架設備にも
大きな被害を生じることがある。

→ 第三者被害などにも留意する必要がある。
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■構造境界の痕跡から、地震による移動や相対変位はないと判断できることも多い。

→ 植生や間詰め材などの状況から、今回の地震による移動・相対変位の有無が
推定できることがある。

 
 

■地震後の高欄の残留変位と移動痕

→ 地震時の挙動や残留変位の傾向については、高欄や手すりの遊間や移動
痕で推定できることがある。

→ 高欄本体に対しては、安全施設としての機能の健全性の評価が必要である。
 

- 63 - 
 



 

 

■震後に見つかった附属物のき裂

→ 地震による大きな振動の影響で、附属物ではき裂や灯具の落下が生じること
もあるため、注意して確認することが必要である（二次災害の防止）。

 
 

■地震後には、コンクリート塊が不安定になっていることがある。

→ 第三者被害予防、二次災害防止の観点から、注意する必要がある。

軽易な浮きや劣化部は、たたき落としておくことも有効である。
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■脱落の危険のある附属物

→ 橋梁附属物は落下による第三者被害の危険があり注視すべき

 
 

■コンクリートの浮きや剥離は、余震によっても落下する場合がある。

→ 第三者被害防止のため、落下の恐れのある浮きや剥離、コンクリ片はたたき落とし
て除去したり、立ち入り制限や注意喚起を行うのがよい。
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■地震後の路面に確認された横断方向の舗装のひびわれ

→ 通常の供用状態では生じにくいような異常は、その程度に拘わらず、

地震との関係性を疑って注意するのがよい。

 
 

■のり面保護工の背面で、風化や土砂の流出による空間が生じていることもある。

→ 二次災害予防の観点でも、土質条件やのり面の状態にも注意を払うのがよい。
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■カルバートでは、内空断面の安全性の確保の観点から、ひびわれ
の有無や性状を確認する。

 
 

■耐震補強された柱部と梁部の境界付近でひびわれが生じた事例

→ 耐震補強されているものでも、損傷の有無はくまなく確認する
必要がある。
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３．応急的な措置・復旧の例 

 

■段差防止のために仮支点としてサンドルが設置された例

→ 余震でサンドルがずれたり倒壊することがないように設置しなければならない。
→ 待ち受け型であっても、確実に荷重を支持できるよう構造や能力は検討する。

 
 

■支承のセットボルトの破断に対して、サンドルによる仮支点を設置するとともに、
仮支点が確実に機能するように形鋼で横方向を拘束した例

→支承の健全性が疑われた場合、大規模な余震の発生も念頭に対策すべきである。
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■橋台背面の段差の復旧の例

 
 

■盛り土の変状の進行抑止に、雨水対策が有効な場合もある。

→ 復旧に時間を要する場合、二次災害の防止や被害拡大阻止のための対策を
要することもあり、土工部の異常では雨水の浸透を抑止することも重要である。
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■応急橋の例

→ 応急復旧資材の知識があると、震後の対応策を検討する際に有効である。

特に、必要となる重機や仮設備、架設に要する日数、架設手順、地盤の条件など。
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４．耐震設計の変遷 
 

（１）主な地震と耐震設計の変遷 

 

わが国の道路橋の耐震設計法 
西暦 主な地震 

示方書・細則等 

  1886 年内務省訓令「国県道築造保存の方法」 

1920s 1923 関東地震（M7.9） 1924 年「橋台、橋脚等の耐震化の方法」 

内務省土木局通達 

1926 年「道路構造に関する細則（案）」 

1930s  1939 年「鋼道路橋設計示方書(案)」 

1940s 1946 南海地震（M8.0） 

1948 福井地震（M7.1） 

 

1950s 1952 十勝沖地震（M8.2） 1956 年「鋼道路橋設計示方書」改訂 

1960s 1964 新潟地震（M7.5） 

1968 十勝沖地震（M7.9） 

1964 年「鋼道路橋設計示方書」改訂 

1970s 1978 伊豆大島近海地震（M7.0）

1978 宮城沖地震（M7.4） 

1971 年「道路橋耐震設計指針」制定 

1980s 1982 浦川沖地震（M7.1） 

1983 日本海中部地震（M7.7） 

1980 年（昭和 55 年）「道示Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ」改訂 

1990s 

 ～ 

1993 釧路沖地震（M7.8） 

1993 北海道南西沖地震（M7.8）

1994 北海道東方沖地震（M8.1）

1994 三陸はるか沖地震（M7.5）

1995 兵庫県南部地震（M7.2） 

1990 年「道示Ⅴ」改訂 

1995 年「兵庫県南部地震により被災した道路橋

の復旧に係る仕様」 

1995 年「橋、高架の道路等の新設及び補強に係

る当面の措置」 

1995 年「兵庫県南部地震により被災した道路橋

の復旧に係る仕様」の準用に関する参考資

料（案） 

1996 年「道示Ⅴ」改訂 

2000s 

 ～ 

2000 鳥取県西部地震（M7.3） 

2001 芸予地震（M6.7） 

2003 宮城県沖地震（M7.1） 

2003 宮城県北部地震（M6.4） 

2003 十勝沖地震（M8.0） 

2004 新潟県中越地震（M6.8） 

2007 能登半島地震（M6.9） 

2007 新潟県中越沖地震（M6.8）

2008 岩手・宮城内陸地震（M7.2）

2011 東北地方太平洋沖地震 

(M9.0） 

2002 年「道示Ⅴ」改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年「道示Ⅴ」改訂 
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（２）技術基準の改訂の概要（耐震設計編） 

 
 年・月 指針・示方書 内容 
1 T15.6 

(1926) 
道路構造に関する細則 ・最強地震力を考慮（ただし具体的な数値、計算方法は示され

ず） 
2 S14.2 

(1939) 
鋼道路橋設計示方書案 ・水平加速度 0.2g および鉛直加速度 0.1g を標準 

3 S31.5 
（1956） 

鋼道路橋設計示方書 ・水平震度を 0.10～0.35 とし、地域別、地盤別に 9 種類に分類

して規定 
4 S46 

（1971） 
道路橋耐震設計指針 ・震度法（地域別、地盤別、重要度の補正係数を考慮）による

耐震計算 
・応答を考慮した修正震度法 
・設計水平震度（0.1～0.3） 

5 S55.5 
(1980) 

道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・地震時変形性能の照査法 
・動的解析の位置付けを行い、設計地震入力を規定 

6 Ｈ2.2 
（1990） 

道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・震度法と修正震度法を統合し、新たに震度法（地域別、地盤

別、重要度別、固有周期の補正係数を考慮）による耐震計算

・設計水平震度 0.1～0.3 
・連続橋の耐震設計法を規定 
・地震時保有水平耐力の照査を規定（設計震度 0.7～1.0） 
・動的解析による安全性の照査法を規定 

7 H7 
（1995） 

兵庫県南部地震により被

災した道路橋の復旧に係

る仕様 

H2.2 に、以下を追加 
・地震の影響の大きい部材（RC 橋脚、鋼製橋脚、基礎、支承等）

に対する地震時保有水平耐力の照査の実施（設計震度 1.5～
2.0） 

・動的解析による兵庫県南部地震に対する安全性の照査 
・免震設計の採用 
・ねばり強い構造のための配筋細目等 

8 H8.12 
(1996) 

道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・兵庫県南部地震の地震動を設計地震動として規定 
・地震の影響の大きい部材（RC 橋脚、鋼製橋脚、基礎、支承等）

に対する地震時保有水平耐力による耐震設計を実施 
・動的解析による地震入力の規定とともに解析モデル及び解析

法、動的解析による安全性の照査の規定 
・液状化が生じる場合の耐震設計法の規定 
・流動化に対する取り扱いの規定 
・免震設計法の具体的な規定 
・鉄筋コンクリート橋脚の帯鉄筋の拘束効果を見込んだコンク

リートの応力ひずみ曲線の導入 
・鉄筋コンクリートラーメン橋脚の地震時保有水平耐力法の規

定 
・コンクリートを充填した鋼製橋脚の地震時保有水平耐力およ

び変形性能の算定方法の規定 
・地震時保有水平耐力法に基づく基礎の耐震設計法の規定 
・支承の地震時の設計法の規定 
・落橋防止システムの規定 
 

9 Ｈ14.3 
（2002） 

道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・橋の耐震性能に関して基本的な要求事項を規定 
・レベル 1 地震動、レベル 2 地震動の規定 
・耐震性能の照査法を「静的照査法」「動的照査法」に改訂 
・動的照査法の適用範囲を拡げるとともに具体的な照査方法を

規定 
・修正物部岡部式に基づくレベル 2 地震時の主導土圧の評価式

及びレベル 2 地震時の動水圧の評価方法を導入 
・液状化地盤上の橋台基礎の照査方法の規定 
・鋼製橋脚の耐力～変形性能の評価法の見直し 
・鋼上部構造及びコンクリート上部構造に対する耐震性能の照

査の考え方を規定 
・レベル 2 地震動に対する支承部の耐力・変形性能の評価法の

見直し 
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10 H24.2 予定 
(2012) 

道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・東海・東南海・南海・日向灘等の連動地震を考慮した地域別

補正係数の導入 
・耐震用部材の設置方法や強度の考え方を明示 
・地震による部材損傷と第三者被害の予防への配慮事項を明示

・橋台背面アプローチ部を橋梁の一部として位置付け、配慮事

項を明示（対応例：踏掛板設置等により、緊急車両等の通行

確保） 
・地域防災計画との整合性や地形特性等の考慮を規定化 
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５．参考となる文献 
 

 

1) 国総研資料第 115 号 平成１５年５月２６日宮城県沖地震被害に係わる現地調査報

告書、平成１５年９月 

 

2) 国総研資料第 133号 平成 15年 7月 26日宮城県北部地震被害に係わる現地調査報告

書、平成１５年１０月 

 

3) 国総研資料第 233 号 平成 15 年（2003 年）十勝沖地震被害に係わる現地調査報告書、

平成１７年２月 

 

4) 新潟県中越地震―北陸地方整備局のこの１年―、平成１７年１２月、北陸地方整備局 

 

5) 国総研研究報告第 27 号・土木研究所報告第 203 号 平成１６年（2004 年）新潟県中

越地震土木施設災害調査報告、平成１８年１月 

 

6) 平成１９年３月２５日 能登半島地震 能登有料道路復旧工事記録誌、平成１９年３

月、石川県土木部・石川県道路公社 

 

7) 国総研資料第 438 号・土研資料第 4087 号・建築研究資料第 111 号 平成１９年（2007

年）能登半島地震被害調査報告、平成２０年２月 

 

8) 国総研資料第 439 号・土研資料第 4086 号・建築研究資料第 112 号 平成１９年（2007

年）新潟県中越沖地震被害調査報告、平成２０年２月 

 

9) 国総研資料第 486 号・土研資料第 4120 号・建研資料第 115 号 平成２０年（2008 年）

岩手・宮城内陸地震被害調査報告、平成２０年１２月 

 

10) 土木研究所資料第 4158 号 過去の大規模地震における落橋事例とその分析、 

平成２１年１２月 

 

11) 国総研資料第 646 号・土研資料第 4202 号 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖

地震 土木施設災害調査速報、平成２３年７月 

 

 

注：国総研資料については、国総研ＨＰからダウンロード可能 

  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/index.htm 

  「国土技術政策総合研究所研究報告 一覧」又は 

  「国土技術政策総合研究所資料 一覧」をクリック 

 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/index.htm


 

 

 

 

 

 

付録-2：記録様式及び記入の例 
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緊急点検・応急調査　調書（その１）

橋梁管理番号
橋梁ID

（緯度，経度）

距離標　自 至 所在地

橋長 幅員 地整

下部構造形式 基礎形式 事務所

交差物件名 竣工年 出張所

直近補修年
点検・調査者
名

点検・
調査日
時

起点
側

終点
側

起点
側

終点
側

起点
側

終点
側

起点
側

終点
側

落橋 き裂（クラック）
ひびわれ（ク
ラック）

開き・隙間・あ
き

上部工のずれ
支承モルタル
破損

はくり はくり

流木の引っ掛
かり

支承の傾斜 鉄筋露出 段差

その他 過大な移動 うき 沈下

アンカーボル
ト破断

土砂吸い出し 傾き

ひびわれ（ク
ラック）

台座コンク
リート破損

その他 ずれ

路面の凹凸
セットボルト破
断

ひびわれ（ク
ラック）

破断

欠損（流出含
む）

セットボルト緩
み

はくり その他

その他
サイドブロック
破断

裏込土沈下 沈下

段差(cm)
サイドブロック
ボルト破断

裏込土流出 ずれ

開き（遊間異
常）

サイドストッ
パー破損

その他 ひびわれ

縮み（遊間異
常）

サイドストッ
パーき裂

ひびわれ（ク
ラック）

はくり

上部工水平回
転（遊間異常）

ダンパー本体
の破損

はくり 浮き上がり

閉塞
ダンパー取付
台座破損

傾斜 その他

その他
ダンパー取付
ボルト破断

その他

車線部段差
(cm)

その他 洗掘 ずれ

路肩部段差
(cm)

台座のはくり 基礎露出 漏水

歩道部段差
(cm)

台座のひびわ
れ

沈下・傾斜
抜け・外れ・脱
落

ひびわれ（ク
ラック）

取付ボルト破
断

護岸流出 曲がり

開き
取付ボルト抜
け

液状化 破断

土砂（盛土）流
出

その他 その他 その他

沈下（陥没） ひび割れ ずれ

その他 はくり
ひびわれ（ク
ラック）

漏水

変形
欠損・破損・落
下

はくり
抜け・外れ・脱
落

破損・破断・欠
損

うき 鉄筋露出 曲がり

傾斜 鋼材変形 その他 破断

流失
リベット・ボル
ト脱落

曲げひびわれ その他

はくり 鋼材き裂 剪断ひびわれ

うき（はらみ） 鋼材腐食 その他

開き（遊間異
常）

遊間異常 洗掘

縮み（遊間異
常）

その他 基礎露出

その他
沓座モルタル
ひびわれ

沈下・傾斜

沓座モルタル
はくり

液状化

ＳＥ不足 その他

その他

耐荷力

走行性
被災度

その他（所見、上記着目箇所以外の損傷状況、詳細調査の必要性、震災以外の損傷の有無　損傷と被災の相関　等）

詳細調査の要否

注１：当該損傷あり…○、当該損傷なし…×、
   当該部材なし…ー
：段差は、最大値（０を含む。）を記載

   ３：その他の場合は、具体の損傷状況を記載
：「７．浸水状況」欄には、津波や洪水による

  浸水状況を記載

4-3 基礎

2-4
下部工
（沓座）

4-2 橋脚柱

上部工

鋼、

ＰＣ、

ＲＣ、

その他

４．橋脚

6-2

高欄

鋼、

コンク
リート

4-1 橋脚梁

７．浸水状況（津波や洪水）

添架物

排水管

2-2
落橋防
止装置

護岸工

1-2
伸縮
装置

3-3 壁

６．その他

支承

ゴム、

鋼製、

ＢＰ、

ピン・
ロー
ラー、

ダン
パー
（耐震

補
強）、

その他

3-1
パラ
ペット

5-1 擁壁類
１．路面

1-1 路面

3-2
側壁
（ウイ
ング）

5-2

3-4 基礎 6-1

0-1
橋梁
全体

2-1

1-3
橋台
背面

2-3

1-4

有無

０．全体 ２．支承周辺 ３．橋台 ５．周辺

有無
場所

着目
箇所

損傷
有無

場所
着目
箇所

損傷
有無

場所
着目
箇所

損傷

直近定期点検年

場所
着目
箇所

損傷

下部構造検査路 有・無 昇降設備 有・無径間番号 上部構造検査路 有・無

形態

上部構造形式

総径間数

路線名

橋梁名

    
   ２

   ４
    



 緊急点検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・応急調査　調書（その２）

損傷図
橋梁名 路線名 径間番号

注１：耐荷力に対する被災度がＡ、Ｂの場合に、当該判定の根拠となった損傷は、記載する。
　２：緊急点検においては、時間的余裕がなければ、損傷図の作成を割愛してもよい。
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 緊急点検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・応急調査　調書（その３）

損傷写真
橋梁名 路線名 径間番号

写真番号
部材位置

写真番号
部材位置

写真番号
部材位置

注１：正面（起点側から）、正面（終点側から）、側面の３枚は、必須とする。
　２：緊急点検においては、時間的余裕がなければ、側面は割愛してもよい。
　３．メモ欄には、損傷状況と所見をできるだけ詳しく記載すること。

メモ

メモ

メモ
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 緊
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急点検・応急調査　調書（その１）

橋梁管理番号
橋梁ID

（緯度，経度）

距離標　自 至 所在地

橋長 幅員 地整

下部構造形式 基礎形式 事務所

交差物件名 竣工年 出張所

直近補修年
点検・調査者
名

点検・
調査日
時

起点
側

終点
側

起点
側

終点
側

起点
側

終点
側

起点
側

終点
側

落橋 き裂（クラック） × ×
ひびわれ（ク
ラック）

× ー
開き・隙間・あ
き

ー ー

上部工のずれ
支承モルタル
破損

× × はくり × ー はくり ー ー

流木の引っ掛
かり

支承の傾斜 × × 鉄筋露出 × ー 段差 ー ー

その他 過大な移動 × × うき × ー 沈下 ー ー

アンカーボル
ト破断

× × 土砂吸い出し × ー 傾き ー ー

ひびわれ（ク
ラック）

台座コンク
リート破損

× × その他 × ー ずれ ー ー

路面の凹凸
セットボルト破
断

× ×
ひびわれ（ク
ラック）

× ー 破断 ー ー

欠損（流出含
む）

セットボルト緩
み

× × はくり × ー その他 ー ー

その他
サイドブロック
破断

× ○ 裏込土沈下 × ー 沈下 ー ー

段差(cm) × ー
サイドブロック
ボルト破断

× ー 裏込土流出 × ー ずれ ー ー

開き（遊間異
常）

× ー
サイドストッ
パー破損

× × その他 × ー ひびわれ ー ー

縮み（遊間異
常）

× ー
サイドストッ
パーき裂

× ×
ひびわれ（ク
ラック）

× ー はくり ー ー

上部工水平回
転（遊間異常）

× ー
ダンパー本体
の破損

ー ー はくり × ー 浮き上がり ー ー

閉塞 × ー
ダンパー取付
台座破損

ー ー 傾斜 × ー その他 ー ー

その他 × ー
ダンパー取付
ボルト破断

ー ー その他 × ー

車線部段差
(cm)

○ 3 その他 × × 洗掘 × ー ずれ

路肩部段差
(cm)

× ー 台座のはくり × ー 基礎露出 × ー 漏水

歩道部段差
(cm)

ー ー
台座のひびわ
れ

× ー 沈下・傾斜 × ー
抜け・外れ・脱
落

ひびわれ（ク
ラック）

× ー
取付ボルト破
断

× ー 護岸流出 × ー 曲がり

開き × ー
取付ボルト抜
け

× ー 液状化 × ー 破断

土砂（盛土）流
出

× ー その他 × ー その他 × ー その他

沈下（陥没） × ー ひび割れ ずれ

その他 × ー はくり
ひびわれ（ク
ラック）

ー × 漏水

変形
欠損・破損・落
下

はくり ー ×
抜け・外れ・脱
落

破損・破断・欠
損

うき 鉄筋露出 ー × 曲がり

傾斜 鋼材変形 その他 ー × 破断

流失
リベット・ボル
ト脱落

曲げひびわれ ー × その他

はくり 鋼材き裂 剪断ひびわれ ー ×

うき（はらみ） 鋼材腐食 その他 ー ×

開き（遊間異
常）

遊間異常 洗掘 ー ×

縮み（遊間異
常）

その他 基礎露出 ー ×

その他
沓座モルタル
ひびわれ

× × 沈下・傾斜 ー ×

沓座モルタル
はくり

× × 液状化 ー ×

ＳＥ不足 × ー その他 ー ×

その他 × ×

耐荷力

走行性

○○．○○○○○，○○○．○○○○○

×

1-4

高欄

鋼、

コンク
リート

4-2 橋脚柱

4-3 基礎

有

×

有・無 昇降設備

有無 有無

A1､A2:控え壁式橋台
P1､P2:Ｔ型橋脚（RC）

JR○○線

２０ ○○年
（平成○○年）

○○地整

○○国道維持出張所

○○河川国道事務所

20 ○○.○.○○
○○時～○○時

A1､A2､P2:直接
P1:ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ

○○○○年
（昭和○○年）

㈱○○○○
○○○○

形態

直近定期点検年

○径間連続○○桁橋

こ線橋

２０ ○○年
（平成○○年）

上部構造形式

国道○号 ○○○．○○○ ○○○．○○○

○○○．○○m ○.○○m

７．浸水状況（津波や洪水）

3-2
側壁
（ウイ
ング）

×

擁壁類

ー

ー

5-1

4-1 橋脚梁

有・無

添架物

6-2 排水管

6-1

×

ー

ー

ー

護岸工

橋梁名 ○○こ線橋 ○○○○

橋梁
全体

有無

径間番号 1

総径間数 ○

路線名

６．その他

×

×

ー

ー

ー

×

×

×

2-1

5-2

落橋防
止装置

基礎
2-2

１．路面

1-3
橋台
背面

×
1-1

３．橋台

3-3 壁

3-1
パラ
ペット

×

４．橋脚

場所

５．周辺

×

着目
箇所

２．支承周辺０．全体

支承

ゴム、

鋼製、

ＢＰ、

ピン・
ロー

ラー、

ダン
パー
（耐震

補
強）、

その他

×

×

3-4

上部構造検査路 有・無 下部構造検査路

損傷
着目
箇所

場所
着目
箇所

損傷 場所

ー

有
2-3

上部工

鋼、

ＰＣ、

ＲＣ、

その他

ー

×

×

○○県○○市○○

0-1

1-2
伸縮
装置

着目
箇所

損傷

路面

有無
場所 損傷

×

×

×

×

×

×

×

×

・A1橋台背面の車道部に約３cmの段差がある。【走行性：ｂ 通行注意】　応急復旧として、舗装すり付け済み。
・P1橋脚上の全ての支承（鋳鉄製）で右側サイドブロックが損傷しており、余震等における上部工の横（右）方向に対す
る拘束効果が失われている。【耐荷力：Ｂ 中被害】　※Ａ１橋台部の支承はＨ１７年度に交換済み
・A1橋台上の主桁に亀裂（Ｇ３）、変形（Ｇ２，Ｇ３）の損傷があり、車両通行や余震等でこれらが進行する可能性がある。
【耐荷力：Ｂ 中被害】　応急復旧として、ストップホールと仮支持済み。
・なお、上部工の横（右）方向拘束及び仮支持部ウェブ補強は、材料の入荷待ちとのこと。

その他（所見、上記着目箇所以外の損傷状況、詳細調査の必要性、震災以外の損傷の有無　損傷と被災の相関　等）

否

注１：当該損傷あり…○、当該損傷なし…×、
       当該部材なし…ー
   ２：段差は、最大値（０を含む。）を記載
   ３：その他の場合は、具体の損傷状況を記載
 ４：「７．浸水状況」欄には、津波や洪水による

      浸水状況を記載

詳細調査の要否

被災度
B

ｂ

浸水等無し

×

2-4
下部工
（沓座）

×

塗膜割れ

記入例



 緊急点検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・応急調査　調書（その２）

損傷図
橋梁名 路線名 径間番号 1

注１：耐荷力に対する被災度がＡ、Ｂの場合に、当該判定の根拠となった損傷は、記載する。
　２：緊急点検においては、時間的余裕がなければ、損傷図の作成を割愛してもよい。

○○こ線橋 国道○号

Ａ１

Ｐ１ Ｐ２ Ａ２

ＭＦ Ｍ
Ｍ

側　面　図

断　面　図

橋台背面
車道部段差（写真１）

上部工
Ｇ２：鋼材変形
Ｇ３：鋼材亀裂、鋼材変形（写真５）

支承
Ｇ１：ｻｲﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ（右）破断（写真４）
Ｇ２：ｻｲﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ（右）破断
Ｇ３：ｻｲﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ（左右）亀裂

Ｇ１ Ｇ２ Ｇ３

上部工
支点上対傾構：塗膜割れ（写真６）

至 ○○市
至 ○○市

P1 P2 AA1

平　面　図

記入例
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 緊急点検
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・応急調査　調書（その３）

損傷写真
橋梁名 路線名 径間番号 1

写真番号
部材位置

写真番号
部材位置

写真番号
部材位置

注１：正面（起点側から）、正面（終点側から）、側面の３枚は、必須とする。
　２：緊急点検においては、時間的余裕がなければ、側面は割愛してもよい。
　３．メモ欄には、損傷状況と所見をできるだけ詳しく記載すること。

3
側面（起点右側から）

メモ

2
正面（終点側から）

メモ

・橋台背面の車道部に約３ｃｍ
の段差がある。【走行性：ｂ 通
行注意】
・応急復旧として、舗装すり付
け済み。

○○こ線橋 国道○号

メモ

1
正面（起点側から）

記入例

 



 緊急点検
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・応急調査　調書（その３）

損傷写真
橋梁名 路線名 径間番号 1

写真番号
部材位置

写真番号
部材位置

写真番号
部材位置

注１：正面（起点側から）、正面（終点側から）、側面の３枚は、必須とする。
　２：緊急点検においては、時間的余裕がなければ、側面は割愛してもよい。
　３．メモ欄には、損傷状況と所見をできるだけ詳しく記載すること。

○○こ線橋 国道○号
4

メモ
・支承サイドブロック（右）が破
断している。
・Ｇ２支承も上記と同様。
・Ｇ３支承は、サイドブロック（左
右）に亀裂がある。
【耐荷力：Ｂ 中被害】

Ｇ１支承（Ｐ１）

Ｇ３桁（Ａ１）
5

メモ
・下フランジ（ソールプレート溶
接付近）及びウェブ下端に亀
裂、変形がある。
・Ｇ２桁では下フランジ及びウェ
ブ下端に変形がある。
【耐荷力：Ｂ 中被害】
・応急復旧として、ウェブ下端亀
裂へのストップホール（ＨＴＢ併
用）（Ｇ３）、サンドルでの仮支持
（Ｇ１～Ｇ３）済み（仮支持部ウェ
ブ補強は材料の入荷待ちとの
こと）。

対傾構（Ｐ１）
6

メモ
・Ｇ２ｰＧ３間の対傾構添接部に
塗膜割れがある。
【耐荷力：D 被害無し】

記入例
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